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秋
田
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
及
び
秋
田
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
八
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長

米

田

進

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

秋
田
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
及
び
秋
田
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

（
秋
田
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

秋
田
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
県
立
学
校
職
員
」
を
「
県
立
学
校
に
勤
務
す
る
職
員
（
臨
時
的
任
用
職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
二
条
を
削
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
評
価
者
」
を
「
人
事
評
価
の
対
象
者
、
評
価
者
」
に
改
め
、
同
条
中
「
人
事
評
価
を
行
う
者
」
を
「
人
事
評
価

の
対
象
者
（
以
下
「
評
価
対
象
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
評
価
対
象
者
の
欄
に
掲
げ
る
者
と
し
、
人
事
評
価
を
行
う
者
」
に
、

「
次
の
表
の
評
価
対
象
者
（
人
事
評
価
を
受
け
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
欄
」
を
「
同
欄
」
に
改
め
、
同
条
の
表
教
諭
、
養
護
教

諭
、
栄
養
教
諭
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
講
師
の
項
中
「
、
講
師
」
を
削
り
、
同
条
を
第
二
条
と
し
、
第
四
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
三
条
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
三
条
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
、
「
第
三

条
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
を

第
六
条
と
す
る
。
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第
八
条
中
「
第
三
条
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
講
師
の
人
事
評
価
）

第
十
二
条

前
各
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
校
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
所
属
す
る
学
校
の
講
師
を
対
象
に
人
事
評
価
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
秋
田
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

秋
田
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
県
費
負
担
教
職
員
（
」
の
下
に
「
臨
時
的
任
用
職
員
を
除
く
。
」
を
加
え
る
。

第
二
条
を
削
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
評
価
者
」
を
「
人
事
評
価
の
対
象
者
、
評
価
者
」
に
改
め
、
同
条
中
「
人
事
評
価
を
行
う
者
」
を
「
人
事
評
価

の
対
象
者
（
以
下
「
評
価
対
象
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
評
価
対
象
者
の
欄
に
掲
げ
る
者
と
し
、
人
事
評
価
を
行
う
者
」
に
、

「
次
の
表
の
評
価
対
象
者
（
人
事
評
価
を
受
け
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
欄
」
を
「
同
欄
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
と
し
、
第

四
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
三
条
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
三
条
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
、
「
第
三

条
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
を

第
六
条
と
す
る
。

第
八
条
中
「
第
三
条
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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（
講
師
の
人
事
評
価
）

第
十
二
条

前
各
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
校
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
所
属
す
る
学
校
の
講
師
を
対
象
に
人
事
評
価
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
及
び
秋
田
県
市

町
村
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。


